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こきんちゃん

市制施行５０周年を記念し、本市の
名誉市民である宮崎駿氏（スタジ
オジブリ）に描いていただいた市
のイメージキャラクターです。
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２.２.１現在

※　世帯数および人口は、住民基本台帳によるものであり、
外国人住民の方を含みます。（　）内は前月比

世帯数 ６１,０５１ （１９減） 男 ６０,３８４ （４６増）
人　口 １２２,３０７ （1増） 女 ６１,９２３ （４５減）

申告は正しくお早め申告は正しくお早めにに
申告会場開設期間申告会場開設期間はは２２月１７日月〜月１７日月〜３３月１６日月月１６日月
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復興特別所得税（以下所得税）の確定申告は武蔵野税
務署で、それぞれ受け付けます。なお、作成済みの所
得税の確定申告書は、申告会場開設期間中に限り、市
の市民税課でもお預かりします。（過年分はお預かり
できません）
　例年、３月に入ると窓口が大変混雑しますので、早
めの申告をお勧めします。

 渇市・都民税＝市民税課市民税係（〒１８４−８５０４住所不要・市役所第二庁舎３
階☎０４２−３８７−９８１９）渇所得税＝武蔵野税務署（〒１８０−８５２２武蔵野市吉祥寺本町
３−２７−１☎０４２２−５３−１３１１）
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　市では、申告会場開設期間中の月曜〜金曜日午前８時３０分〜午後５時およ
び臨時窓口で申告書の受け付けを行います。
【申告に必要なもの】
渇マイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードと運転
免許証等の公的機関が発行した写真付きの身分証明（健康保険証等顔写真が
ついてないものは２点）
渇申告書および印鑑
渇令和元（平成３１）年中の所得（収入）に関する書類（給与・公的年金等の
源泉徴収票、報酬等の支払調書など）
渇所得金額を算出する際に使用した収入および経費を証明できる書類（収支
内訳書など）
渇令和元（平成３１）年中の控除に関する書類（医療費明細書・社会保険料、

市・都民税の申告は市役所市・都民税の申告は市役所へへ 生命保険料・地震保険料の証明書、学生証、障害者手帳など）
【臨時窓口】
　申告会場開設期間中に臨時窓口を開設し、市・都民税申告書の受け付けお
よび市・都民税の申告相談、申告用紙の配布を市民税課窓口にて行います。
　なお、臨時窓口では、電話でのお問い合わせ等はお受けできません。
 ２月２２日（土）、３月１日〜１５日の毎週日曜日午前９時〜午後１時
 

　武蔵野税務署では期間中の月曜〜金曜日および２月２４日（休）、３月１日
（日）の午前８時３０分〜午後４時で申告書作成会場を開設しています。なお、
３月１６日までは税務署内の駐車場は利用できません。
※受付時間内に税務署へ行けない場合は、税務署正門わきの時間外文書収受
箱に提出できます

時

所得税の確定申告は税務署所得税の確定申告は税務署へへ

申告チャート
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令和2年1月1日現在、小金井市に住民登録があった

令和元（平成31）年1月1日から12月31日までに収入があった

申告は不要 市・都民税の申告が必要

市・都民税の申告が必要

※一部このフローチャートに当てはまらない方もいます

いいえ
はい

令和2年1月1日に住民登録のあった
市区町村へご確認ください

年末調整などで小金井市に居住している
方の扶養親族として申告されている方

申告は不要 市・都民税の
申告が必要

給与収入が2,000万円を超える

年末調整された給与以外の所得がある

医療費など、年末調整で適用を
受けていない控除を受ける

勤務先から給与
支払報告書が市
に提出されてい
る（支払額が30
万円未満の退職
者を除き、事業
所に義務有り）

所得（給与の場
合は収入）が20
万円を超える

所得税の確定申告が必要

※基準期間（平成29年分）の課税売
上高が1,000万円を超えた方や課税事
業者を選択している方は、消費税の申
告が必要です

市・都民税の
申告が必要

所得税の確定申
告が必要（市・
都民税の申告は
不要）

事業所得など所得の合計額が所
得控除の合計額より多い

土地を売ったことによる譲渡所
得、満期の生命保険金を受け
取ったことによる一時所得など
の合計額が、所得控除の合計額
より多い方

●譲渡・一時所得などの合計額が
所得控除の合計額より少ない方
●市外に別居している親族の扶
養になっている方
●上場株式配当所得等の課税方
式の選択制度を利用する方
●令和2年1月1日現在、市内に
居住していないが、市内に家屋
敷・事務所・事業所がある方

申告は不要市・都民税の
申告が必要

公的年金等の収入以外の所得が20
万円を超える

扶養親族や医療費・社会保険料・生
命保険料など控除の追加がある

※年金から所得税が源泉徴収されている場
合は、確定申告により、税金が還付される
ことがあります
※米国年金を含む場合は収入が400万円未
満でも確定申告が必要となります

公的年金等の収入が400万円を超える

①給与が主な収入の方①給与が主な収入の方 ②公的年金等が主な収入の方②公的年金等が主な収入の方 ③個人事業者の方③個人事業者の方 ①～③以外で申告が必要な方①～③以外で申告が必要な方

２面へ続く


